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１  人 口 構 造  
 

（１）人口・世帯数 

昭和 40 年において約 12 万 7 千人であった本市の総人口は、増加を

続けてきており、平成 27（2015）年 1 月 1 日現在、約 34 万 9 千人

と、おおよそ 2.7 倍となっています。 

また、世帯数は、149,861 世帯となっています（図 1）。 

 

図 1 本市の人口及び世帯数の推移  
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資料：統計かわごえ（H12年まで各年10月1日）  

資料：川越市「月別・男女別人口と世帯数」（H22年以降各年1月1日）  

 

図 2 本市の将来推計人口  
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資料：第四次川越市総合計画  

（川越市住民基本台帳（各年 1 月 1 日）、平成 28 年以降は市推計）   



第２章 川越市の現況 

- 7 - 

 

（２）人口構成 

本市の平成 2７年 1 月 1 日現在の年齢 3 区分の人口構成は、次のよう

になっており、埼玉県とほぼ同じ構成割合となっています。（図 3）。 

 

図 3 年齢３区分別人口の構成割合  
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資料：川越市・埼玉県「町（丁）字別人口調査」、全国・総務省統計局人口推計  

 

また、年齢 3 区分別人口の推移をみると、平成 27 年の高齢化率1は

24.3%となっており、急速に増加してきています。（図 4）。 

 

図 4 本市の年齢３区分別人口の推移  
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※ 国勢調査の年齢３区分人口には「年齢不詳」は含まれていません。  

資料：国勢調査及び埼玉県「平成 22 年国勢調査人口等基本集計結果」  

並びに川越市住民基本台帳（平成 27 年 1 月 1 日現在）   

                                            
1 高齢化率：総人口に占める老年人口（65 歳以上の人口）の割合。 
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本市の年齢 3 区分別人口割合の将来推計をみると、高齢化率は、今後

も増加することが予測されます（図 5）。 

 

図 5 年齢３区分別人口割合の推計  
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※ 川越市住民基本台帳（1 月 1 日）、平成 32 年・37 年は市推計  

資料：川越市政策企画課調べ  

 

  

実績値  推計値  
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（３）高齢者の状況 

本市の老年人口（65 歳以上）は継続的に増加し、平成 37 年には高齢

化率が 27.6%になると予測されています。 

 また、後期高齢者割合も平成 37 年まで継続して増加していくことが予

測されます（図 6、表 1）。 

 

図 6 高齢者人口・割合の推計  
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表 1 高齢者人口・割合の推計  

 

H27 H32 H37

実績値

総人口 349,378人 350,515人 347,020人 

高齢化率 24.3% 26.7% 27.6% 

高齢者人口計
（65歳以上）
前期高齢者

（65～74歳）
後期高齢者

（75歳以上）

　　　　 年度
 項目

34,538人 46,570人 56,892人 

推計値

84,779人 93,702人 95,682人 

50,241人 47,132人 38,790人 

 

※ 川越市住民基本台帳（1 月 1 日）、平成 32 年・37 年は市推計値  

資料：川越市保健医療推進課調べ  

  

実績値  推計値  
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２  人 口 動 態 等  
 

（１）出生 

本市の合計特殊出生率1は、平成 18 年の 1.15 から増減はあるものの

平成 25 年の 1.39 まで上昇傾向でしたが、平成 26 年には 1.29 に低下

し、全国（1.42）及び埼玉県（1.31）を下回っています（図 7）。 

 

図 7 合計特殊出生率  

資料：埼玉県の合計特殊出生率  

 

図 8 本市の出生数2の推移  
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資料：埼玉県の合計特殊出生率（各年）   

                                            
1 合計特殊出生率：母の年齢階級別出生数を年齢階級別人口で除し、合計して求める。 

2 出生数：母の年齢階級別出生数（15 歳～49 歳）の合計出生数。 

H17年 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

川越市 1.19 1.15 1.17 1.18 1.23 1.38 1.29 1.30 1.39 1.29

埼玉県 1.22 1.24 1.26 1.28 1.28 1.32 1.28 1.29 1.33 1.31

全 国 1.26 1.32 1.34 1.37 1.37 1.39 1.39 1.41 1.43 1.42
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（２）死亡 

① 死 亡 

本市の死亡率1は、平成 21 年以降、国や埼玉県と同様に増加し、平

成 25 年に 8.2 と減少しましたが、平成 2６年には 8.5 に戻りながら

も、全国や埼玉県を下回っています（図 9）。 
 

図 9 死亡率の推移  
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資料：埼玉県保健統計年報（各年）及び人口動態総覧（H26）  

 

また、妊娠 22 週以後から生後 1 年未満の死亡数は、表２のとおり

になっています。この数値に基づき死亡率を算出し、全国の死亡率も

載せたのが、次ページの図 10～12 です。死亡率を算出するための分

母となる出生数が、全国、県、市と徐々に小さくなることから、実数

の増減よりも、率の増減は大きくなります（なお、実数は、子又は母

の住所で集計されるため、住所地以外の他市町村で出産等した場合も、

住所地の数値として集計されます）。 

 

表 2 乳児死亡数等の推移  

H22年 H23 H24 H25 H26 

出　生　数 2,947 2,898 2,877 3,033 2,775

乳児死亡数 2 5 6 4 9

新生児死亡数 1 1 3 2 5

周産期死亡数 5 7 9 11 17

出　生　数 59,437 58,059 56,943 57,470 55,765

乳児死亡数 133 109 114 114 118

新生児死亡数 62 48 50 50 54

周産期死亡数 252 255 249 216 221

川
越
市

埼
玉
県

各年実数（人）

 

資料：埼玉県保健統計年報（各年）及び人口動態総覧（H26）   

                                            
1 死亡率：年間死亡数をその年の 10 月 1 日現在人口で除した値に、1,000 を乗じて求める。 
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図 10 乳児死亡率1（生後 1 年未満）の推移  
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図 11 新生児死亡率2（生後４週未満）の推移  
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図 12 周産期死亡率3（妊娠満 22 週以後から生後 1 週未満）の推移  

川越市, 1.7

川越市, 6.1

埼玉県, 4.2 埼玉県, 4.0

全国, 4.2
全国, 3.7

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

H22 H23 H24 H25 H26

川越市 埼玉県 全国

 

資料：いずれも、埼玉県保健統計年報（各年）及び人口動態総覧（H26） 

                                            
1 乳児死亡率：（年間乳児死亡数÷年間の出生数）×1,000 

2 新生児死亡率：（年間新生児死亡数÷年間の出生数）×1,000 

3 周産期死亡率：｛（年間の妊娠満２２週以後の死産数）＋（年間の早期新生児死亡数）｝／｛（年

間の出生数）＋（年間の妊娠満２２週以後の死産数）｝×1,000 
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（３）死因 

本市の死因の第１位は、「悪性新生物（がん）」（28.8％）であり、第 2

位の「心疾患（高血圧性を除く）」（17.0％）と第 4 位の「脳血管疾患」

（9.6％）を合わせた３大生活習慣病による死亡は全体の 55.4％を占め

ています。第 3 位は、近年増加してきた「肺炎」が 10.2%となっていま

す（図 13、表 3）。 

 

図 13 本市の死因別死亡割合（平成 25 年）  
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表 3 本市の死因別死亡割合（平成 25 年）  

 

死亡数 割合

2,871人 100.0%

第1位 悪性新生物 827人 28.8%

第2位 心疾患（高血圧性を除く） 489人 17.0%

第3位 肺炎 292人 10.2%

第4位 脳血管疾患 276人 9.6%

第5位 老衰 133人 4.6%

第6位 自殺 67人 2.3%

第7位 不慮の事故 64人 2.2%

第8位 腎不全 61人 2.1%

662人 23.1%

死因種別

全死因

その他  

資料：埼玉県保健統計年報  
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平成 21 年から 25 年における死因を年代別に見ると、「40～74 歳」

では、「悪性新生物（がん）」が約４割を占めています。 

同様に、「75 歳以上」においても「悪性新生物」の比率が 22.7％と高

くなっています（図 14）。 

 

図 14 本市の年代別死因別死亡者数  

 

40～74 歳死因別死亡割合  

 

75 歳以上死因別死亡割合  

 

資料：埼玉県「地域の現状と健康指標（平成 26 年度版）」  

 

また、平成 21 年から 25 年における「３大生活習慣病」による死因と

肺炎による死亡数の推移をみると、肺炎による死亡数が増加傾向にあり、

脳血管疾患は横ばい、悪性新生物と心疾患は、増加傾向にありましたが、

平成 25 年には、ともに減少しています（図 15）。 

 

図 15 本市の 3 大死因及び肺炎の推移  
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資料：埼玉県保健統計年報（各年）   

悪性新生物, 

43.2%

心疾患（高血

圧性を除く）, 

15.6%

脳血管疾患, 

8.9%

自殺, 4.9%

肺炎, 4.0%

不慮の事故, 

2.5%

肝疾患, 2.4%

大動脈瘤及び

解離, 1.7% その他, 

16.9% 悪性新生物, 

22.7%

心疾患（高血

圧性を除く）, 

21.0%

肺炎, 

12.1%脳血管疾患, 
11.0%

老衰, 5.7%

腎不全, 2.8%

不慮の事故, 

2.1%

慢性閉塞性肺

疾患, 1.8% その他, 

20.9%



第２章 川越市の現況 

- 15 - 

 

表 4 本市の死因別死亡数（平成 25 年）  

資料：保健所事業概要（平成 27 年度）  

コード
死亡数
（人）

コード
死亡数
（人）

総数 2871
01000 58 05000 24
01100 4 05100 20
01200 3 05200 4
01201 呼吸器結核 3 06000 51
01202 その他の結核 - 06100 2
01300 21 06200 4
01400 18 06300 18
01401 Ｂ型ウイルス肝炎 1 06400 11
01402 Ｃ型ウイルス肝炎 16 06500 16
01403 その他のウイルス肝炎 1 07000 -
01500 - 08000 -
01600 12 09000 840
02000 850 09100 18
02100 827 09101 高血圧性心疾患 10

09102 その他の高血圧性疾患 8
09200 489

02102 食道の悪性新生物 32 09201 慢性リウマチ性心疾患 2
02103 胃の悪性新生物 118 09202 急性心筋梗塞 85
02104 結腸の悪性新生物 69 09203 その他の虚血性心疾患 182

09204 慢性非リウマチ性心内膜症 12
09205 心筋症 6

02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物 63 09206 不整脈及び伝導障害 55
09207 心不全 145
09208 その他の心疾患 2

02108 膵の悪性新生物 59 09300 276
02109 喉頭の悪性新生物 - 09301 くも膜下出血 32

09302 脳内出血 63
09303 脳梗塞 162

02111 皮膚の悪性新生物 1 09304 その他の脳血管疾患 19
02112 乳房の悪性新生物 33 09400 43
02113 子宮の悪性新生物 15 09500 14
02114 卵巣の悪性新生物 11 10000 436
02115 前立腺の悪性新生物 21 10100 3
02116 膀胱の悪性新生物 15 10200 292
02117 中枢神経系の悪性新生物 5 10300 -
02118 悪性リンパ腫 26 10400 36
02119 白血病 14 10500 2

10600 103
11000 107

02121 その他の悪性新生物 52 11100 4
02200 23 11200 15
02201 中枢神経系のその他の新生物 6 11300 37

11301 肝硬変(アルコール性を除く) 20
11302 その他の肝疾患 17

03000 24 11400 51
03100 20
03200 4
04000 68
04100 48
04200 20

死　　　　　　　　 因 死　　　　　　　　 因

感染症及び寄生虫症 精神及び行動の傷害

神経系の疾患

髄膜炎

敗血症 脊髄性筋萎縮症

腸管感染症 血管性及び不明の認知症

結核 その他の障害

ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 耳及び乳様突起の疾患

その他の感染症及び寄生虫症 循環器系の疾患

ウイルス肝炎 パーキンソン病

アルツハイマー病

その他の神経系の疾患

眼及び付属器の疾患

新生物 高血圧性疾患

悪性新生物

02101
口唇、口腔、咽頭の
悪性新生物

13
心疾患(高血圧性を除く)

02105
直腸S状結腸移行部の
悪性新生物

40

02110
気管、気管支及び肺の
悪性新生物

184

大動脈瘤及び解離

02107
胆のう及び他の胆道の
悪性新生物

47

脳血管疾患

肺炎

急性気管支炎

慢性閉塞性肺疾患

喘息

その他の循環器系の疾患

呼吸器系の疾患

インフルエンザ

02120
その他のリンパ組織の
悪性新生物

9
その他の呼吸器系の疾患

消化器系の疾患

胃潰瘍及び十二指腸潰瘍

その他の新生物 ヘルニア及び腸閉塞

肝疾患

02202
中枢神経系を除く
その他の新生物

17

内分泌、栄養及び代謝疾患

糖尿病

その他の内分泌、栄養及び代謝疾患

血液及び造血器の疾患 その他の消化器系の疾患

貧血

その他の血液及び造血器の疾患
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表 3 の続き 

コード
死亡数
（人）

12000 3

13000 15

14000 76

14100 8

14200 61

14201 急性腎不全 7

14202 慢性腎不全 44

14203 詳細不明の腎不全 10

14300 7

15000 -

16000 3

16100 -

16200 -

16300 2

16400 -

16500 -

16600 1

17000 5

17100 -

17200 4

17201 心臓の先天奇形 4

17202 その他の循環器系の先天奇形 -

17300 -

17400 1

17500 -

18000 171

18100 133

18200 -

18300 38

20000 140

20100 64

20101 交通事故 12

20102 転倒・転落 12

20103 不慮の溺死及び溺水 8

20104 不慮の窒息 17

20105 煙、火・火炎への曝露 3

20106 有害物質による中毒 -

20107 その他の不慮の事故 12

20200 67

20300 -

20400 その他の外因 9

22000 -

22100 -重症急性呼吸器症候群（SARS）

その他の症状､徴候及び異常臨床所見

傷病及び死亡の外因

不慮の事故

自殺

他殺

特殊目的用コード

乳幼児突然死症候群

周産期に特異的な感染症

胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

その他の周産期に発生した病態

先天奇形及び染色体異常

神経系の先天奇形

循環器系の先天奇形

消化器系の先天奇形

その他の先天奇形

他に分類されないもの

症状､徴候及び異常臨床所見

老衰

周産期に特異的な呼吸障害

死　　　　　　　　 因

皮膚及び皮下組織の疾患

筋骨格系及び結合組織の疾患

腎尿路生殖器系の疾患

糸球体疾患

腎不全

その他の腎尿路生殖器系の疾患

妊娠、分娩及び産じょく

周産期に発生した病態

妊娠期間に関連する障害

出産外傷
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（４）疾患等の状況 

ライフステージ別に死因となった疾患等の状況を見ると、幼年期（0～

4 歳）においては「周産期に発生した病態」となっています。 

また、少年期（5～14 歳）と、中年期から高齢期（45 歳以上）では

「悪性新生物」となっています。 

青年期から壮年期（15～44 歳）においては「自殺」が最も高い割合

を占めています（表 5）。 

 

表 5 ライフステージ別死因順位（平成 21～25 年）  

 

　  年代
順位

幼年期
（0～4歳）

少年期
（5～14歳）

青年期
（15～24歳）

壮年期
（25～44歳）

中年期
（45～64歳）

高齢期
（65歳以上）

総数

周産期に発生
した病態 悪性新生物 自殺 自殺 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物

17.9% 22.2% 57.5% 31.1% 44.7% 27.7% 29.7%
先天奇形、変態
及び染色体異

常

その他の
新生物

不慮の事故 悪性新生物
心疾患（高血圧

性を除く）
心疾患（高血圧

性を除く）
心疾患（高血圧

性を除く）

17.9% 22.2% 10.0% 23.4% 15.0% 19.8% 18.9%

心疾患（高血圧
性を除く） 肺炎 悪性新生物

心疾患（高血圧
性を除く） 脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患

7.7% 11.1% 5.0% 12.4% 8.7% 10.5% 10.1%

敗血症 自殺
その他の
新生物

不慮の事故 自殺 肺炎 肺炎

5.1% 11.1% 2.5% 7.1% 7.6% 10.4% 9.1%

悪性新生物
心疾患（高血圧

性を除く） 脳血管疾患 不慮の事故 老衰 老衰

5.1% 2.5% 6.2% 2.5% 4.3% 3.6%

その他の
新生物

脳血管疾患 肝疾患 肺炎 腎不全 自殺

5.1% 2.5% 2.8% 2.4% 2.4% 2,7%

腸管感染症
大動脈瘤
及び解離

肺炎 肝疾患 不慮の事故 不慮の事故

2.6% 2.5% 1.4% 2.4% 2.2% 2.4%
糸球体疾患及び

腎尿細管

間質性疾患
肺炎 糖尿病 糖尿病

慢性閉塞性
肺疾患

腎不全

2.6% 2.5% 1.1% 1.4% 1.6% 2.0%

その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他

35.9% 33.3% 15.0% 14.4% 15.3% 21.2% 21.6%

第7位

第8位

以下

第1位

第2位

第3位

第4位

第5位

第6位

※ 死因順位に用いる分類項目による。  

※ 死亡割合が同率の場合は死因簡単分類のコード番号順に掲載している。  

※ 9 位以下は 8 位と同率であっても掲載していない。  

資料：埼玉県「地域の現状と健康指標（平成 26 年度版）」  
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３  医 療 資 源 の 状 況  
 

（１）医療施設 

 

① 施設数 

本市の平成 26 年 10 月 1 日現在における医療施設数は、病院が 26

施設、一般診療所が 187 施設、歯科診療所が 182 施設となっていま

す（表 6）。 

 

表 6 医療施設数  

年度 区分 病院 一般診療所 歯科診療所 計

川越市 26 192 179 397

埼玉県 348 4,055 3,407 7,810

国 8,670 99,824 68,384 176,878

川越市 26 194 181 401

埼玉県 346 4,081 3,418 7,845

国 8,605 99,547 68,156 176,308

川越市 26 194 181 401

埼玉県 347 4,114 3,437 7,898

国 8,565 100,152 68,474 177,191

川越市 25 189 184 398

埼玉県 342 4,149 3,489 7,980

国 8,540 100,528 68,701 177,769

川越市 26 187 182 398

埼玉県 341 4,148 3,502 7,980

国 8,493 100,461 68,592 177,769

H22

H23

H24

H25

H26

 
資料：医療施設調査（各年 10 月 1 日現在）  

 

② 病床数 

病床数については、医療法第 30 条の 4 第 2 項第 11 号の規定に基

づき、埼玉県が医療計画で「基準病床数」を定めています。 

 既存の病床数が「基準病床数」を超える場合には、原則として病床

の新設又は増加が抑制されます（ただし、診療所の一般病床について

は、医療法施行規則第１条の 14 第７項第１号から第３号までに該当す

るものとして医療審議会の議を経たときは、届出により設置すること

ができます）。 

 療養病床及び一般病床は、医療法施行規則に規定する算定式に基づ

き、二次保健医療圏ごとに、次のとおり定められています（表 7）。 
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表 7 平成 25 年 8 月末日現在の基準病床数  
 

二次保健医療圏 基準病床数  既存病床数 

南部保健医療圏 

南西部保健医療圏 

東部保健医療圏 

さいたま保健医療圏 

県央保健医療圏 

川越比企保健医療圏 

西部保健医療圏 

利根保健医療圏 

北部保健医療圏 

秩父保健医療圏 

４，３５４ 

４，３７６ 

７，６８０ 

７，０６６ 

３，３００ 

５，３３２ 

７，５６７ 

２，８０６ 

３，５５０ 

４２０ 

 ４，３５４ 

４，３７６ 

７，６８０ 

７，０６６ 

３，３００ 

６，８６２ 

７，５６７ 

４，１８６ 

３，５５０ 

７５７ 

計 ４６，４５１  ４９，６９８ 

資料：埼玉県地域保健医療計画（平成 25 年 8 月末日現在）  

 

本市が属する川越比企保健医療圏では、既存病床数は基準病床数を

超えており、新規に病院を開設又は増床することは難しい状況です。 

一方で、現在、埼玉県が検討を開始した「地域医療構想」に関する

平成 37 年の病床機能（高度急性期から慢性期）における必要病床数の

推計では、既存病床数のままでは不足する結果となっており、今後、

病床数の加算を含め、医療機能の分化と連携が課題となっています。 

 

表 8 病床数  

一般 療養 その他 小計

川越市 2,253 900 1,209 4,362 189 4,551

埼玉県 34,841 12,939 15,010 62,790 3,805 66,595

国 903,621 332,986 356,747 1,593,354 136,861 1,730,215

川越市 2,256 900 1,209 4,365 186 4,551

埼玉県 34,784 12,729 14,962 62,475 3,645 66,120

国 899,385 330,167 353,521 1,583,073 129,366 1,712,439

川越市 2,252 900 1,184 4,336 182 4,518

埼玉県 35,256 12,483 14,830 62,569 3,510 66,079

国 898,166 328,888 351,200 1,578,254 125,599 1,703,853

川越市 2,231 887 1,098 4,216 176 4,392

埼玉県 35,136 12,095 14,602 61,833 3,336 65,169

国 897,380 328,195 348,197 1,573,772 121,342 1,695,114

川越市 2,335 887 1,098 4,320 152 4,472

埼玉県 35,554 11,910 14,596 62,060 2,996 65,056

国 894,216 328,144 345,901 1,568,261 112,364 1,680,625

区分
病院 一  般

診療所
合計

H22

H23

H24

H25

H26

年度

※ 「その他」は、精神病床、結核病床又は感染症病床。  

資料：医療施設調査（各年 10 月 1 日現在）歯科診療所を除く。   



第２章 川越市の現況 

- 20 - 

 

病院の精神病床、結核病床及び感染症病床も、医療法施行規則に規

定する算定式に基づき、県の区域（三次保健医療圏）全体の病床数と

して、次のとおり定められています（表 9）。 

 

表 9 平成 24 年 3 月末日現在の基準病床数  

 

医療圏 病床種別 基準病床数  既存病床数 

全県域 

精神病床 

結核病床 

感染症病床 

１３，３４５ 

１３７ 

８５ 

 １４，４９５ 

１９１ 

４０ 

資料：埼玉県地域保健医療計画（平成 24 年 3 月末日現在）  

 

平成 26 年 10 月 1 日現在における医療施設指標（対人口 10 万人）

をみると、病院の「病床数」、「施設数」は、全国及び埼玉県を上回っ

ています。 

一般診療所の「施設数」は、全国及び県を下回っています。 

歯科診療所の「施設数」は、全国では下回っていますが、県では上

回っています（表 10）。 

 

表 10 医療施設指標  

川越市 全国 埼玉県

施設数 7.4 6.7 4.7

病床数 1,234.3 1,234.0 857.3

53.4 79.1 57.3

52.0 54.0 48.4

項目

病　院

一般診療所・施設数

歯科診療所・施設数  

資料：医療施設調査（平成 26 年）  

 

また、病床利用率をみると、精神病床を除き、全国及び埼玉県の利用率

を上回っており（表  11）、より効率的に利用されていることになります

が、急性期の患者の受入れなどのため、ある程度の空床確保も必要です。 

 

表 11 病床利用率（％）  

全病床 精神病床 療養病床 一般病床 介護療養病床

全　　国 80.3 87.3 89.4 74.8 92.9

埼　　玉 80.9 91.1 89.4 74.1 91.6

川 越 市 82.9 89.9 91.2 76.4 93.9  

資料：病院報告（平成 26 年）  
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（２）診療科（平成 26 年医療施設調査 10 月 1 日現在） 

本市にある医療機関の診療科目別にみた施設数は次のとおりです。 

一般診療所（総数） 187
内科 117
小児科 53
消化器内科（胃腸内科） 33
皮膚科 32
整形外科 26
外科 25
循環器内科 25
眼科 20
リハビリテーション科 16
呼吸器内科 16
耳鼻いんこう科 14
アレルギー科 12
精神科 12
泌尿器科 12
肛門外科 11
心療内科 10
リウマチ科 9
神経内科 9
糖尿病内科（代謝内科） 8
形成外科 7
放射線科 7
産婦人科 6
脳神経外科 5
美容外科 5
婦人科 5
麻酔科 5
気管食道外科 4
腎臓内科 4
歯科 3
心臓血管外科 3
感染症内科 2
血液内科 2
呼吸器外科 2
乳腺外科 2
救急科 1
産科 1
消化器外科（胃腸外科） 1
小児外科 0

延べ計 525  

歯科診療所（総数） 182
歯科 180
小児歯科 110
矯正歯科 69
歯科口腔外科 59

延べ計 418  

  

病院（総数） 26
内科 21
リハビリテーション科 16
整形外科 13
循環器内科 12
消化器内科（胃腸内科） 12
脳神経外科 12
呼吸器内科 11
皮膚科 11
外科 11
放射線科 11
泌尿器科 8
麻酔科 8
神経内科 7
リウマチ科 7
小児科 7
精神科 7
肛門外科 7
眼科 7
歯科 6
糖尿病内科（代謝内科） 5
消化器外科（胃腸外科） 5
形成外科 5
歯科口腔外科 4
心臓血管外科 3
乳腺外科 3
婦人科 3
心療内科 2
呼吸器外科 2
耳鼻いんこう科 2
小児外科 2
産科 2
矯正歯科 2
小児歯科 2
腎臓内科 1
血液内科 1
アレルギー科 1
美容外科 1
産婦人科 1
病理診断科 1
救急科 1
感染症内科 0
気管食道外科 0
臨床検査科 0

延べ計 243
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（３）休日又は夜間の医療提供状況 

本市にある医療機関の休日又は夜間の診療状況は次のとおりです（表 

12、表 13、表 14）。 

 

表 12 休日の診療施設数  

午前 午後 午前 午後

病院 26 - - - -

一般診療所 187 21 13 13 12

歯科診療所 182 32 24 7 5

項目 施設数
日曜日 祝日

 

資料：医療施設調査（平成 26 年 10 月 1 日時点の施設数）  

 

表 13 休日夜間の診療施設数  

項目 施設数 日曜日 祝日

病院 26 － －

一般診療所 187 4 5

歯科診療所 182 11 2  

※ 夜間診療は、18 時以降診療している施設。  

※ 調査は、18 時から 22 時を 1 時間ごとに区分けし、表示時間を複数回答させているため、

本表の数は、日曜日・祝日の 18 時～19 時を表示時間としている施設数。  

資料：医療施設調査（平成 26 年 10 月 1 日時点の施設数）  

 

表 14 平日夜間診療施設数（週当たり夜間診療日数）  

18時台 19時台 20時台 21時台 22時以降
病院      (26) 2 - － － -
一般診療所(187) 70 10 5 3 2
歯科診療所(182) 114 53 14 2 -
病院 2 - - - -
一般診療所 58 7 4 3 2
歯科診療所 109 55 16 2 -
病院 2 - - - -
一般診療所 49 5 4 3 2
歯科診療所 84 37 10 1 -
病院 2 - - - -
一般診療所 41 5 3 2 2
歯科診療所 54 35 8 2 -
病院 2 - - - -
一般診療所 69 10 5 3 2
歯科診療所 118 59 17 2 -

木

金

曜日
項目

(施設総数）
診療時間帯

月

火

水

 

資料：医療施設調査（平成 26 年 10 月 1 日時点の施設数）   
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（４）医療施設の地域別分布 

本市における医療施設の分布をみると、「本庁」が最も多く、病院 8 施

設（30.8%）、一般診療所 80 施設（49.1%）、歯科診療所 96 施設

（52.2%）とほぼ半数が集中しています。 

「本庁」以外の地区では、病院では「福原」が 6 施設、一般診療所で

は「高階」が 22 施設、「名細」が 21 施設と多く、病院の多い地区では

一般診療所が少なく、逆に一般診療所の多い地区では病院が少ない傾向が

みられます。 

また、病院のない地区は「高階」と「霞ヶ関北」の 2 地区で、一般診

療所のない地区は「芳野」の 1 地区となっており、歯科診療所のない地

区は「芳野」の 1 地区となっています（表 15）。 

歯科診療所では、「高階」（22 施設）が多くなっています。 

 

表 15 医療施設の地域別分布状況  

 

地区 病院 割合 一般診療所 割合 歯科診療所 割合

本庁 8 30.8% 80 49.1% 96 52.2%

芳野 2 7.7% 0 0.0% 0 0.0%

古谷 3 11.5% 3 1.8% 1 0.5%

南古谷 1 3.8% 5 3.1% 6 3.3%

高階 0 0.0% 22 13.5% 22 12.0%

福原 6 23.1% 1 0.6% 5 2.7%

山田 1 3.8% 1 0.6% 1 0.5%

名細 1 3.8% 21 12.9% 16 8.7%

霞ヶ関 3 11.5% 10 6.1% 12 6.5%

霞ヶ関北 0 0.0% 13 8.0% 13 7.1%

大東 1 3.8% 7 4.3% 12 6.5%

合計 26 100.0% 163 100.0% 184 100.0%  
※ 一般診療所の数は、一般外来の受付をしていない施設を除いた数。  

資料：保健医療推進課調べ（平成 27 年 4 月 1 日現在）  

 

本市の医療施設数は、病院数では全国及び埼玉県の平均を上回りますが、

一般診療所の数では全国及び県の平均も下回っており、市内においては、

地区による偏在が見られます（参照- 20 -ページ）。 

一方で、通院先の医療機関としては、一部の地区を除き、病院と診療所

に大きな偏りは見られません（参照- 44 -ページ）。 

今後、高齢等により、通院しやすい身近な「かかりつけ医」の必要性が

増してくる中、病院と診療所の役割分担と連携の必要性が増してきます。  
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（５）公的医療機関 

① 川越市立診療所の見直し 

本市では、昭和 48 年 11 月に川越市立診療所（以下「市立診療所」）

を開設し、地域医療の一翼を担ってきましたが、民間医療機関の増加、

市立診療所の患者数の減少（表 16）、建物や設備の老朽化や経営の健

全化等、取り巻く状況の変化や課題に対応した見直しが求められてい

ました。 

 

表 16 市立診療所の患者数の推移  

（単位：人）
年度

区分

内 科 4,589 3,952 2,777

小 児 科 267 239 144

整形外科 1,550 1,334 900

歯 科 6,276 6,150 4,922

計 12,682 11,675 8,743

内 科 1,843 1,439 1,494

小 児 科 3,993 3,167 3,071

計 5,836 4,606 4,565

内 科 32 20 19

小 児 科 856 792 793

計 888 812 812

19,406 17,093 14,120合計

H21 H22 H23

昼 間 の 診 療

休日急患診療

小児夜間診療

 

資料：保健・医療・福祉のしおり（平成 26 年度版）  

 

こうした中、平成 22 年 8 月に、次の内容を柱とする「市立診療所

の見直しに係る基本方針」を決定しました。 

１ 平日昼間の「内科・小児科・整形外科」は平成23年度で終了する。 

２ 歯科は、市が歯科診療所を設置運営し、「公的医療機関」としての役割を担う。  

３ 休日急患・小児夜間診療は、川越市医師会を運営主体として初期救急医療の充実

に努める。 

４ 災害や感染症発生時の医療体制は、川越市医師会が整備する診療所を応急診療

拠点として充実強化を図る。 

 

この基本方針に沿い、平成 23 年度をもって川越市立診療所を廃止し、

歯科診療については新設した「ふれあい歯科診療所」に移行し、休日

急患・小児夜間診療については、川越市医師会が設置・運営する夜間

休日診療所に移行しました。  
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② 歯科診療所の開設 

平成２４年４月から川越市総合保健センター１階に「ふれあい歯科

診療所」を開設し、一般的な歯科診療のほか障害のある方への診療を

行なっています（表 17）。 

・診療科：歯科（予約制） 

・受付時間（月曜～金曜） 

午前９時～午後 12 時 30 分・午後１時 30 分～午後４時 

・休診日：土曜日・日曜日､祝日､年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

 

表 17 歯科診療の患者数の推移  

（単位：人）

年度

区分

6,150 4,922 5,248 4,648 4,867

1,770 1,617 1,988 1,856 2,042

(28.8%) (32.9%) (37.9%) (39.9%) (42.0%)

H24 H25 H26

診 療 所 名 市立診療所（歯科） ふれあい歯科診療所

患 者 数

うち障害者患者数

（構成比）

H22 H23

 
資料：保健・医療・福祉のしおり（平成 27 年度版）  

 

③ 初期救急医療の確保 

夜間及び休日における初期救急医療は、平成２４年４月から川越市

医師会が、川越市医師会館１階に「夜間休日診療所」を開設し、内科

及び小児科の軽症患者への診療を行なっています（表 18）。 

・診 療 科 

・受付時間 

 

：内科、小児科 

：夜間：午後 8 時～午後 10 時 

 休日：午前 9 時～午前 11 時・午後 1 時～午後 3 時 

 

表 18 川越市医師会「夜間休日診療所」の受診者数の推移  

単位：人

H24 H25 H26

昼　間 4,370 4,840 5,499

夜　間 1,374 1,495 1,832

計 5,744 6,335 7,331

平　日 夜　間 2,033 2,479 2,741

7,777 8,814 10,072

区分＼年度

休　日

合計  
資料：保健医療推進課調べ  

  



第２章 川越市の現況 

- 26 - 

 

（６）医療従事者数 

平成 24 年 12 月 31 日現在の人口 10 万人当たりの医療従事者では、

医師、薬剤師、助産師は、全国及び埼玉県をいずれも上回っていますが、

看護師、准看護師は、県を上回っているものの、保健師を含めて、全国を

下回っている状況です。（図 16、表 19）。 

 

図 16 医療従事者数（10 万人当たり）  

医師
234.4 

医師
226.5 

医師
148.2 

歯科医師
78.0 

歯科医師
78.2 

歯科医師
69.2 

薬剤師
126.6 

薬剤師
120.0 

薬剤師
111.5 

保健師
18.2 

保健師
37.1 

保健師
23.8 

助産師, 29.1 

助産師, 25.0 

助産師, 17.7 

看護師
709.9 

看護師
796.6 

看護師
528.4 

准看護師
237.2 

准看護師
280.6 

准看護師
206.3 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

川越市

全国

埼玉県

(人)

医師 歯科医師 薬剤師 保健師 助産師 看護師 准看護師  

 

表 19 医療従事者数  

資料：医師・歯科医師・薬剤師調査及び埼玉県保健統計年報  

 

なお、本市には「川越市医師会看護専門学校」及び「埼玉医科大学付属

総合医療センター看護専門学校」があり、本市では、看護師等の養成学校

に助成を行い、地域医療に従事する看護師等の確保を図っています。 

平成 27 年 10 月には、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が

改正され、就業していない看護師等の届出制度が始まっています。  

全国 埼玉県
従事者数 対10万人 対10万人 対10万人

医師 811 234.4 226.5 148.2
歯科医師 270 78.0 78.2 69.2
薬剤師 438 126.6 120.0 111.5
保健師 63 18.2 37.1 23.8
助産師 101 29.1 25.0 17.7
看護師 2,460 709.9 796.6 528.4
准看護師 822 237.2 280.6 206.3

（単位：人）

川越市
区分
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４  保 健 医 療 の 状 況  
 

（１）母子保健 

少子化が進む社会環境のもとで、婚姻率低下、晩婚化、不妊症、仕事と

育児の両立、育児不安の増大、児童虐待の増加など、母子保健は、多岐に

わたる課題を抱えており、保健と医療の関わりが不可欠となっています。 

母子保健・小児医療においては、周産期医療の充実、母性の生命健康の

保護、小児救急医療の確保等、医療体制の充実が急務とされています。 

また、妊産婦や乳幼児に対する健康診査や健康相談の充実、こころの健

康や虐待防止の支援など、多方面からの育児支援が求められています。 

本市では、平成 17 年３月に川越市次世代育成支援対策行動計画「かわ

ごえ子育てプラン」を策定し、母子保健などの充実を図ってきました。 

 平成 24 年 8 月には、「子ども・子育て関連 3 法（「子ども・子育て支

援法」等）」が制定されたことにより、本市では平成 27 年 3 月に「川越

市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。 

 今後は、同計画に基づき、本市の子ども・子育て支援施策を総合的かつ

計画的に推進します。 

 

表 20 ４か月児健康診査の受診状況  

異常
なし

要指導 要観察 要精検 要治療

H22 44 2,714 2,590 95.4 461 1,606 262 20 241 267

H23 48 3,109 2,961 95.2 431 1,896 265 18 352 250

H24 48 2,873 2,708 94.3 329 1,822 238 20 299 222

H25 48 3,117 2,915 93.5 163 1,987 364 17 390 318

H26 48 2,822 2,652 94.0 366 1,609 286 18 373 285

（単位：人）

事後
指導

年度
実施
回数

該当
児数

受診
児数

受診率
（％）

健　　診　　結　　果

 

※ 平成 23 年度の該当児数には、震災で中止になった平成 23 年 3 月分の該当児数を含む。  

資料：保健所事業概要（平成 27 年度）  

 

表 21 １歳６か月児健康診査の受診状況  

異常
なし

要指導 要観察 要精検 要治療

H22 48 2,932 2,715 92.6 263 1,623 568 5 256 466 231

H23 48 2,997 2,885 96.3 257 1,850 473 3 302 414 205

H24 48 3,062 2,845 92.9 147 1,805 531 4 358 468 174

H25 48 2,930 2,721 92.9 135 1,699 540 8 340 494 216

H26 48 3,152 3,039 96.4 253 1,733 605 20 226 519 190

心理
相談

（単位：人）

事後
指導

年度
実施
回数

該当
児数

受診
児数

受診率
 （％）

健　　診　　結　　果

 

資料：保健所事業概要（平成 27 年度）   



第２章 川越市の現況 

- 28 - 

 

表 22 ３歳児健康診査の受診状況  

異常
なし

要指導 要観察 要精検 要治療

H22 48 3,073 2,713 88.3 299 967 930 7 510 834 195

H23 48 2,990 2,685 89.8 242 1,084 851 1 507 713 182

H24 48 3,086 2,745 89.0 237 976 855 21 656 781 205

H25 48 3,145 2,868 91.1 119 1,111 957 42 639 865 227

H26 48 3,050 2,849 93.4 247 912 965 37 688 893 213

心理
相談

（単位：人）

事後
指導

年度
実施
回数

該当
児数

受診
児数

受診率
（％）

健 診 結 果

 

資料：保健所事業概要（平成 27 年度）  

 

表 23 妊婦健康診査の受診状況  

１回目 2,881 (6) 2,814 (1) 3,099 (6) 2,847 (5) 2,810 (8)

２回目 2,799 (5) 2,792 (2) 3,066 (7) 2,776 (6) 2,839 (11)

３回目 2,825 (5) 2,833 (3) 3,050 (9) 2,794 (12) 2,681 (11)

４回目 2,844 (3) 2,608 (3) 2,978 (9) 2,806 (17) 2,837 (8)

５回目 2,759 (5) 2,633 (8) 2,903 (15) 2,786 (12) 2,778 (17)

６回目 2,798 (11) 2,891 (12) 2,989 (26) 2,844 (16) 2,675 (21)

７回目 2,817 (25) 2,771 (14) 2,862 (36) 2,798 (50) 2,722 (48)

８回目 2,819 (4) 2,568 (19) 2,852 (58) 2,837 (76) 2,646 (62)

９回目 2,666 (32) 2,606 (29) 2,635 (91) 2,630 (134) 2,662 (112)

10回目 2,789 (24) 2,493 (33) 2,728 (113) 2,748 (151) 2,505 (120)

11回目 2,264 (33) 2,221 (35) 2,277 (116) 2,268 (151) 2,149 (141)

12回目 2,664 (36) 2,382 (32) 2,512 (119) 2,495 (136) 2,449 (121)

13回目 1,640 (23) 1,598 (30) 1,635 (96) 1,648 (122) 1,568 (123)

14回目 964 (18) 938 (16) 926 (65) 975 (89) 909 (87)

2,877 (6) 2,810 (1) 3,096 (6) 2,846 (5) 2,810 (8)

2,878 (5) 2,810 (1) 3,093 (5) 2,846 (5) 2,809 (8)

2,783 (2) 2,751 (2) 3,015 (4) 2,778 (1) 2,712 (4)

11,188 (96) 10,334 (96) 11,081 (316) 10,924 (379) 10,451 (215)

2,874 (6) 2,810 (1) 3,094 (5) 2,844 (5) 2,809 (8)

2,918 (16) 2,493 (33) 2,728 (113) 2,748 (151) 2,646 (62)

2,926 (4) 3,096 (9) 2,844 (7) 2,797 (7)

2,798 (5) 3,086 (8) 2,858 (6) 2,795 (7)

2,805 (6)

61,047 (361) 63,880 (380) 68,801 (1,232) 65,940 (1,536) 66,864 (1,215)

（単位：人）

H22年度 H23 H24 H25 H26

妊
婦
一
般
健
康
診
査

種　　　　　別

計（延）

ＨＢｓ抗原検査

ＨＣＶ抗体検査

子宮頸がん

超音波検査

ＨＩＶ抗体検査

Ｂ群溶血性連鎖球菌検査

ＨＴＬＶ－１抗体検査

クラミジア検査

風疹ウイルス抗体検査

 

※ （ ）内は償還払対象者人数（再掲）  

※ 超音波検査について公費負担回数を 4 回に拡充した延人数 

※ 平成 26 年度より、風疹ウイルス抗体検査について公費負担開始  

資料：保健所事業概要（平成 27 年度）   
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（２）成人・高齢者保健 

高齢化率の急速な伸展に伴い、成人・高齢者の健康の保持増進や疾病の

一次予防（発症予防）・二次予防（早期発見・治療）は、大変重要な課題

となっており、早い時期から、生活習慣病の一次予防対策に重点を置いた

包括的な予防策を講じることが必要とされています。 

 

本市では、総合保健センターを中心に、健康教育、健康相談、訪問指導、

がん検診などの各種検診、健康づくり運動教室など、介護予防事業と連携

した多面的な保健事業を展開し、疾病の一次予防に重点をおいた保健事業

の推進に努めています。 

 

また、市内医療機関でも特定健康診査や一部がん検診などを実施し、疾

病の一次・二次予防対策の円滑な連携と強化を図っています（表 24、表 

25、表 26）。 

 

また、高齢者に対する医療の在り方については、これまでのような医療

機関に入院又は通院する医療から、生活の基盤である「在宅」での医療に

シフトする方向で見直しが図られています。 

今後、より在宅医療を推進していくためには、歯科診療を含む地域の医

療機関の役割分担やサービスの供給体制などの整備充実は不可欠であり、

特に診療所や訪問看護ステーションなどの関係機関相互の連携強化が必要

とされています。 

 

さらに、在宅医療においては、患者の望む「最期」を迎えるための終末

期医療について、患者本人や家族に対する支援体制を充実させていくこと

が求められています。 

国では、終末期医療の必要な情報を提供する専門の「相談支援チーム」

の整備を進めることとしており、本市においても、医療機関を中心として

多職種が協力して取組を進めていく必要があります。 

 

平成 26 年６月には、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとと

もに、「地域包括ケアシステム」（次ページ参照）を構築することを通じて、

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療介護総合

確保推進法等が改正されました。 

 

本市では、平成 27 年 3 月に『すこやかプラン・川越－川越市高齢者

保健福祉計画・第６期川越市介護保険事業計画』を策定しました。 

今後は、同計画に基づき、「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、

必要な取組をより一層推進していきます。  
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『すこやかプラン・川越』から 1 
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表 24 検診事業一覧  

 

①がん検診 ○ ○ ○ ○ ○ ●

②がん検診 □ ○ ○ ○ ○

③乳がん検診 ○ ○

④骨密度検診 ○

⑤胃がん検診
　＋大腸がん検診

○ ■

⑥肺がん(結核)検診
　＋大腸がん検診

○ ■

⑦乳がん検診
　＋大腸がん検診

○ ■

⑧大腸がん検診 ○

⑨子宮がん検診 ○

⑩乳がん検診 ○

⑪前立腺がん検診 ○

⑫肝炎ウイルス検診 ●

⑬健康増進健康診査 ○

⑭歯周疾患検診 ○

肝

炎

ウ

イ

ル

ス

検

査

   事業名称

                    検査項目　　

基

本

的

な

検

査

項

目

胃

が

ん

検

査

肺

が

ん

（

結

核

）

検

査

子

宮

が

ん

検

査

乳

が

ん

検

査

■＝平成26年度より実施

大

腸

が

ん

検

査

前

立

腺

が

ん

検

査

骨

密

度

測

定

歯

周

疾

患

検

査

総合保健
センター
施設検診

地区集団検診

個別検診

●＝特定感染症検査等事業として実施
□＝平成24年度のみ実施

 

資料：保健所事業概要（平成 27 年度）  
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表 25 特定健康診査の実施状況（国民健康保険）  

年度

区分

61,197 61,883 62,949 63,325 63,734

20,170 21,797 22,575 23,442 24,806

33.0% 35.2% 35.9% 37.0% 38.9%

受診者数

受診率（％）

（単位：人）

H21 H22 H23 H24 H25

対象者数

 

資料：保健・医療・福祉のしおり（平成 27 年度版）  

 

表 26 特定保健指導の実施状況  

 

（動機付け支援） (単位：人)

H22 H23 H24 H25 H26

353 316 1,584 1,967 1,967

37 (22) 27 (12) 73 (61) 94 (54) 52(28)

支援回数（延回数） 103 95 235 442 280

再掲:栄養相談（延回数） 19 3 13 27 12

（積極的支援）

H22 H23 H24 H25 H26

73 75 510 609 613

7 (3) 3 (0) 18 (17) 27 (16) 13(6)

支援回数（延回数） 22 15 62 149 72

再掲:栄養相談（延回数） 1 3 9 18 9

（　）内は該当年度初回面接実施者数

年度

特定保健指導利用券発送数

参
加
者

積極的支援（実人員）

支
援

年度

特定保健指導利用券発送数

参
加
者

動機づけ支援（実人員）

支
援

 
対象：川越市国民健康保険の被保険者で、内臓脂肪型肥満に着目した特定健

診を受診し、特定保健指導（動機づけ支援・積極的支援）が必要と

判断された者 

内容：厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム」に準じた内臓脂肪

型肥満に着目した保健指導 

◯情報提供支援：すべての健診受診者に対して、結果返却と併せて

リーフレットの配布 

◯動機づけ支援：6か月間の支援（個別面接2回） 

◯積極的支援：6か月間の支援（個別面接4回、電話支援3回） 

※上記は基本的な支援回数であり、個々の状況に合わせて支援回

数に増減あり 

資料：保健所事業概要（平成 27 年度）  
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（３）障害者（児）保健 

障害発生の要因は、遺伝子や妊娠・分娩時の異常、交通事故、労働災害、

脳卒中などの疾患後遺症、難病などさまざまであり、一人ひとりの抱える

障害の特性に配慮することはもとより、感染症など併発する疾病も考慮に

入れ、適切な保健・医療サービスが提供されることが求められています。 

現在、本市では、乳幼児健診や乳幼児相談、発育発達に関する相談事業

などを行っており、また、川越市ふれあい歯科診療所では障害者歯科診療

を積極的に行っています。 

また、高齢等による障害の重度化や重複化などの問題に直面しており、

健康の維持・増進や疾病などの発症予防による一次予防に重点をおいた予

防対策の必要性がますます高まっています。 

平成 27 年 3 月には、本市における障害者施策を総合的かつ計画的に

推進するため、障害者基本法に基づく「第四次川越市障害者計画」と障害

者総合支援法に基づく「第四期川越市障害福祉計画」を一体的に定めた

「川越市障害者支援計画」を策定しました。 

その後も、障害者の雇用の促進等に関する法律の改正や、障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律の成立などの法整備が進んでいます。 

今後は、同計画に基づき、国・県等の動向や各種制度、また、障害のあ

る人を取り巻く社会情勢の変化等に的確に対応するとともに、本市の実情

を踏まえながら、障害者施策の一層の推進を図ります。 

 

表 27 発育発達に関する相談事業  

H24 H25 H26
実施回数（回） 10 11 12
受診者数（人） 59 43 56
実施回数（回） 23 22 23
受診者数（人） 117 107 124

年　　度

すくすくクリニック
（未熟児相談）

発育発達クリニック
 

資料：保健所事業概要（平成 27 年度）  

 

表 28 指定難病等医療給付受給者数の推移  

年度 H22 H23 H24 H25 H26
指定難病等医療
給付受給者人数

2,115 2,238 2,374 2,179 2,273
 

資料：保健・医療・福祉のしおり（平成 27 年度版）  

 

表 29 難病相談・個別支援  

H22 H23 H24 H25 H26
公費負担
申請・相談

延人数（人） 3,047 3,199 3,450 3,277 3,583

実人数（人） 13 11 9 15 20
延人数（人） 34 69 29 46 53

電話相談 延人数（人） 938 750 873 929 1,758

年度

訪問指導

 

資料：保健所事業概要（平成 27 年度）   
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 ◎難病対策 

難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号）が

平成 27 年 1 月 1 日から施行され、大幅な制度変更が実施されました。 

これに伴い、医療費助成の対象疾病も、特定疾患の 56 疾病から、指定

難病として平成 27 年 1 月に 110 疾病に、同年 7 月に 306 疾病になり、

全国の受給者数では、平成 23 年度の約 78 万人から約 150 万人（厚生

労働省疾病対策課の平成 25 年 12 月時点の試算）となることが見込まれ

ています。 

 

○埼玉県の難病対策（平成 27 年 12 月現在） 

埼玉県では、難病患者の医療や生活に関する相談について、県内の保健所以

外でも「難病相談支援センター」として「国立病院機構東埼玉病院」、「埼玉県

障害難病団体協議会」で相談を受け付けています。  

県では「埼玉県難病医療連絡協議会事業」を「国立病院機構東埼玉病院」に

委託しており、その事業の一つとして、同病院に設置する「重症難病患者在宅

療養支援ホットライン」では、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病、脊髄小

脳変性症、多系統萎縮症などの重症の難病の患者の入院を受け入れている医療

機関や、在宅療養を支える医療機関、訪問看護ステーション、居宅サービス事

業所から、患者の在宅療養に関する相談を受け付けています（図 17）。 

 

図 17 埼玉県難病医療ネットワーク体制  

 
資料：独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 HP（埼玉県難病医療連絡協議会事業）  

 

平成２３年３月に発生した東日本大震災を契機に、特に在宅で人工呼吸

器等を使用する患者に対する災害時の支援の重要性が指摘されています。 

地域の医療体制や患者の支援体制を一層充実させ、国の医療費助成対象

疾病の拡大に対応するとともに、患者の増加に対応するため認定や医療給

付の事務処理体制の強化が必要とされています。  
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（４）精神保健 

近年、社会環境や生活環境の変化・多様化等により、個人の精神的スト

レスが増大し、さまざまなこころの健康問題が生じています。 

特に、学校や家庭内の暴力や不登校、青年期におけるひきこもり、中高

年の自殺等が深刻な社会問題となっています。 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者数は年々増加しており、平成 26 年度は

2,020 人となっており、平成 18 年度からの８年間で 1,188 人増加して

います（表 30）。 

 

表 30 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（等級別） 

（単位：人）

年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

832 933 1,078 1,205 1,349 1,514 1,684 1,875 2,020

(100.0%)(100.0%)(100.0%)(100.0%)(100.0%)(100.0%)(100.0%)(100.0%) (100.0%)

90 97 107 119 125 123 142 160 166

(10.8%) (10.4%) (9.9%) (9.9%) (9.3%) (8.1%) (8.4%) (8.5%) (8.2%)

508 568 678 740 847 983 1,087 1,187 1,300

(61.1%) (60.9%) (62.9%) (61.4%) (62.8%) (64.9%) (64.6%) (63.3%) (64.4%)

234 268 293 346 377 408 455 528 554

(28.1%) (28.7%) (27.2%) (28.7%) (27.9%) (27.0%) (27.0%) (28.2%) (27.4%)

合計

1級

2級

3級
 

資料：川越市障害者支援計画（第 4 期）及び保健・医療・福祉のしおり（平成 27 年度版）  

 

また、保健所における精神保健福祉相談者延人数は、平成 26 年度では

8,446 人となっており、平成 22 年度（5,278 人）の 1.6 倍と急増して

います（表 31）。 

 

表 31 保健所における精神保健福祉相談者延人数の推移  

（単位：人）

年　　度 H22 H23 H24 H25 H26

相談者延人数 5,278 5,316 5,241 6,324 8,446

訪問相談 430 562 581 748 1,319

面接相談 807 837 817 907 887

電話相談 3,930 3,807 3,782 4,651 6,190

メール相談 111 110 61 18 50
 

資料：保健所事業概要（平成 27 年度）  
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自立支援医療受給者証（精神通院医療）の疾患別受給者数の推移をみる

と、平成 26 年では「気分障害」（1,415 人）が最も多く、次いで、「統

合失調症・統合失調症型障害及び妄想性障害」（1,388 人）、「神経症性障

害・ストレス関連障害及び身体表現性障害」（298 人）の順となっていま

す。平成 24 年度に比べ、ほぼ全ての項目で横ばい若しくは増加傾向にあ

ります（表 32）。 

 

表 32 自立支援医療受給者証（精神通院医療）の疾患別受給者数  

（単位：人）

分類 H24年度 H25 H26

症状性を含む器質性精神障害 95 91 103

精神作用物質使用による精神及び行動の障害 48 46 56

統合失調症・統合失調症型障害及び妄想性障害 1,295 1,330 1,388

気分障害 1,296 1,343 1,415

神経症性障害・ストレス関連障害及び身体表現性障害 289 285 298

生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 17 16 19

成人の人格及び行動の障害 28 29 27

精神遅滞 22 22 29

心理的発達の障害 57 75 87

小児期及び青年期行動及び情緒の障害・特定不能精神障害 28 32 38

てんかん 224 220 210

分類不明 48 47 44

合計 3,447 3,536 3,714

※各年度末現在の受給者数。  
資料：保健・医療・福祉のしおり（各年度版）  

 

  



第２章 川越市の現況 

- 37 - 

 

（５）歯科保健 

歯を失うことは食生活や社会生活に支障を来すだけでなく、全身の健康

にも大きな影響を及ぼします。 

最近、歯磨きなどの口腔ケアを日常的に励行することにより、そしゃく

運動や口腔内の衛生状態が改善され、歯周病などの口腔内疾患の予防だけ

でなく、糖尿病などの生活習慣病の進展や誤えん性肺炎の発症も予防され

ることが明らかにされています。 

本市では、平成 17 年 3 月に健康日本 21・川越市計画「川越みんなの

健康プラン」を策定して、虫歯や歯周病の予防を目標に、歯科保健事業の

展開を図ってきました（表 33、表 34、表 35）。 

また、平成 25 年９月に施行した「川越市歯科口腔保健の推進に関する

条例」に基づき、平成 27 年 3 月に「川越市歯科口腔保健計画」を策定

しました。 

今後は、これらの計画を統合した「健康かわごえ推進プラン」に基づき、

幼児を対象とした歯磨き教室、保育園児・幼稚園児を対象としたフッ化物

洗口、障害者（児）を対象とした口腔ケア対策事業、成人歯科健診など各

種の歯科保健事業に取り組んでいきます。 

 

表 33 歯科保健事業の概要  

内　容 回数 人数

プレ・パパママスクール 妊娠中の歯の健康について 6 181

妊産婦歯科健診 歯科検診と個別の歯みがき指導 12 170

もぐもぐ離乳食教室 離乳食の進め方と口の中のお手入れ 12 294

幼児のおやつと歯みがき教室 幼児と保護者によるおやつ作りと歯みがきの実習 12 118

出前講座 公民館等からの依頼による歯科保健講座 1 24

乳幼児相談 22 69

各種教室後、電話、来所相談等 19 45

歯科検診 3,039

集団の歯みがき指導 2,976

２歳児への歯科検診、個別の歯みがき指導 272

希望する保護者に対する歯科検診 191

歯科検診 2,849

個別の歯科相談 336

幼児のむし歯予防推進事業※ 保育園・幼稚園児に対するフッ化物洗口や啓発事業等 － －

成人歯科健診 歯科検診及び個別の歯みがき指導 1 46

歯周疾患検診 歯科検診（委託医療機関で受診） － 104

からだうれしい食事教室 生活習慣病予防の食生活と歯の健康について 12 156

はつらつ健口教室 8クール 実122

体力アップ倶楽部 4 80

小江戸いきいき倶楽部 12 172

依頼事業 自治会、老人会等からの依頼による歯科保健講座 24 775

各種教室後、電話、来所相談等 歯や口に関することについて個別で相談 10 17

健康づくり団体への支援 健康づくり団体への支援 1 86

障害者（児）歯科保健事業※ 障害者（児）歯科保健基盤整備事業 － －

※は、別掲

成
人
・
介
護
予
防
事
業

高齢者の口腔機能向上についての講義と実技

そ

の

他

事業名

母
子
保
健
事
業

歯や口に関すること、歯みがきについて個別で相談

１歳６か月児健康診査 48

２歳児親子歯科健診 12

３歳児健康診査 48

 

資料：保健所事業概要（平成 27 年度）   
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表 34 幼児のむし歯予防推進事業  

 

園児数 実施園児数

H22 10 100 804 791

H23 8 100 836 833

H24 13 100 825 810

H25 8 134 397 391

H26 39 123 1,312 1,280

年度
会議・研修・
関係機関との
調整等（回）

保健指導
（回）

フッ化物洗口事業（人）

 

資料：保健所事業概要（平成 27 年度）  

 

表 35 障害者（児）の歯科保健事業  

 

回数 人数

H22 16 12 206 12 206 - 12 136 208

H23 25 13 220 13 220 - 13 121 282

H24 19 14 220 14 220 - 14 124 165

H25 15 12 215 12 217 - 12 106 150

H26 21 14 196 14 196 10 84 14 106 141

個別相談

回数 人数 回数 人数
電話
相談

訪問
（延べ）

年度
会議・研修・

関係機関との
調整等（回）

歯科健診 保健指導 歯科健診等
未実施者

フォロー事業

関連施設との
カンファレンス

等（回）

 

資料：保健所事業概要（平成 27 年度）  
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（６）感染症 

① 感染症 

生活環境の改善や医学の進歩等により、感染症による死亡は著しく

減少しました。しかし、近年、新たな感染症（新興感染症）等が出現

し、大きな社会問題となるなど、海外の出来事が瞬時に日本に影響を

及ぼす時代となっています。 

本市における平成 2６年度の感染症発生届出受理件数は下表のとおり

です（表 36）。 

 

表 36 感染症発生届受理件数（平成 26 年度）  

 

感染症類型 件 数 疾 患 名

一類 － 

二類 － 

三類 7 腸管出血性大腸菌感染症

1 Ａ型肝炎

2 レジオネラ症

1 アメーバ赤痢

5 劇症型溶血性レンサ球菌感染症

3 後天性免疫不全症候群

1 侵襲性インフルエンザ菌感染症

4 侵襲性肺炎球菌感染症

5 梅毒

2 播種性クリプトコックス症

1 破傷風

3 麻しん

四類

五類
（全数把握分）

 
資料：保健所事業概要（平成 27 年度）  

 

また、感染症全般に関する電話相談は 438 件、性感染症に関する電

話相談は 271 件となっています（表 37）。 

 

表 37 感染症電話相談  

(単位：件)

年　　度 H22 H23 H24 H25 H26

感染症全般相談 406 459 501 314 438 

性感染症相談 197 223 223 223 271 

合　　       計 603 682 724 537 709  
資料：保健所事業概要（平成 27 年度）  
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② エイズ 

平成 26 年のわが国における HIV 感染者1及びエイズ2患者の新規報

告数（速報値）は、HIV 感染者が 1,075 人、エイズ患者が 445 人と

なっており、近年は横ばい傾向にあります（図 18）。 

 

図 18 日本におけるＨＩＶ感染者及びエイズ患者報告数の年次推移  

385 367 406 418 431 431 469 473 447 484 445
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(H26 は速報値) 

資料：公益財団法人エイズ予防財団「新規 HIV 感染者・エイズ患者報告数」  

 

本市における性感染症の来所相談数は、平成 26 年度では 454 人と

なっています。また、HIV 抗体検査の件数は、即日検査と合わせて

448 件となっており、近年は横ばい傾向にあります（表 38）。 

 

表 38 性感染症検査別件数  

年　　度 H22 H23 H24 H25 H26

ＨＩＶ抗体即日検査 200 244 148 213 188

ＨＩＶ抗体検査 259 277 226 251 260

梅毒検査 241 265 217 234 252

クラミジア抗体検査 125 133 124 113 114

Ｃ型肝炎抗体検査 251 271 218 252 257

Ｂ型肝炎抗原検査 254 269 220 253 257

（単位：件）

 
資料：保健所事業概要（平成 27 年度）   

                                            
1 ＨＩＶ感染者：HIV（ヒト免疫不全ウイルス）に感染してからエイズ（AIDS）を発症するま

でをいう。 

2 エイズ：AIDS（後天性免疫不全症候群）。HIV に感染することにより、免疫力が低下しニュ

ーモシスチス肺炎などのさまざまな感染症等を生じてきた病態をいう。 
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③ 結 核 

わが国の結核の状況は、戦後、大幅に改善しましたが、年間の新登

録結核患者数は約２万人、髄膜炎を発症してしまった場合は、現在で

も 30％程度の方が亡くなっており、今なおＷＨＯにおいて結核の「中

まん延国」として位置づけられています。 

近年では、既感染者の高齢化による結核の再燃や再感染、治療中断

者の増加などが問題となっています。 

結核対策については、感染症法及び予防接種法に基づいて、「結核に

関 す る 特 定 感 染 症 予 防 指 針 」 を 定 め て お り 、 患 者 の 服 薬 に 対 す る   

ＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）の推進等が盛り込まれています。 

本市の平成 26 年の結核新登録患者は 48 人となっています。全国と

同様に高齢者の結核発病者が多くみられます（表 39）。 

 

表 39 本市の年齢階級別の結核新登録患者数（平成２６年）  

総数 初回治療 再治療 治療中

総数 48 38 17 17 - 14 7 10 9

男 37 30 13 13 - 11 6 7 4

女 11 8 4 4 - 3 1 3 5

0～4歳 - - - - - - - - -

5～9歳 - - - - - - - - -

10～14歳 - - - - - - - - -

15～19歳 2 2 - - - 1 1 - -

20～29歳 5 5 2 2 - 1 2 - -

30～39歳 2 1 - - - 1 - 1 1

40～49歳 2 1 1 1 - - - 1 2

50～59歳 2 2 - - - 1 1 - 2

60～69歳 6 5 1 1 - 3 1 1 2

70歳以上 29 22 13 13 - 7 2 7 2

年齢不詳 - - - - - - - - -

80歳以上(再掲） 16 13 8 8 - 3 2 3 -

活動性結核

総数

肺結核活動性
肺外
結核

活動性総数
喀痰塗抹腸性 その他の

結核菌陽
性

菌陰性・
その他

潜在性
結核

感染症

 

資料：保健所事業概要（平成 27 年度）  
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（７）医療体制 

【保健医療圏】 

保健医療圏は、医療法第 30 条の４第 2 項第９号に基づき、県が策定

する「埼玉県地域保健医療計画」に定められています。 

本市は、県内を１０圏域に分けた中の川越比企保健医療圏（４市９町１

村）に属し、圏域の規模が大きいことから、圏域を更に北（１市６町１村）

と南（西）保健医療圏（３市３町）の２つに分けた川越比企（南）保健医

療圏1に属しています（図 19）。 

 

・「一次保健医療圏」は、県民が医師等に最初に接し、診療や保健指導

を受ける圏域です。日常生活に密着した保健医療サービスが提供され、

完結するよう、おおむね市町村の区域としています。 

 

・「二次保健医療圏」は、病院における入院医療の提供体制を整備する

ことが相当と認められる地域単位です。また、保健医療サービスの一

層の充実を図るため、人口や面積の大きい二次保健医療圏に副次圏を

設定しています。 

 

図 19 保健医療圏  

 

 
 

資料：埼玉県地域保健医療計画（平成 25 年 3 月）   

                                            
1 川越比企（南）保健医療圏(＊)…川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・毛呂山町・越生町・鳩山町。 
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① 病診連携 

市民が病気やけが等で医療機関にかかる場合、初期治療は身近な医

療機関である「かかりつけ医」で診てもらい、入院等を要するときは

二次医療機関である病院で診てもらうことになります。こうした場合、

「かかりつけ医」と入院医療機関である病院との連携が重要です。 

このような「病診連携1」は、本市においては埼玉医科大学総合医療

センターを中核的医療機関とし、川越市医師会が事業主体となり病院

と診療所の連携を行っています。具体的には、患者紹介、高度医療機

器の共同利用、医師の医療技術の維持・向上のための研修及び症例検

討会などを行っています。 

 

平成 26 年度における事業実績としては、10,209 人の患者紹介が

行われており、また、高度医療機器共同利用件数の実績は 7,932 件と

なっています（表 40）。 

 

表 40 病診連携事業の状況  

H22 H23 H24 H25 H26

入院患者 746 1,818 1,654 1,163 954

外来患者 7,787 7,034 7,628 8,521 9,255

計 8,533 8,852 9,282 9,684 10,209

7,658 6,663 7,605 8,702 7,932

5 5 5 5 5

7 9 8 8 8

患者
紹介数
（人）

高度医療機器
共同利用件数

研修等（回）

検討会等（回）

年度

 

※ 人数及び件数は、川越市医師会所属の医療機関から埼玉医科大学総合  

医療センターへの紹介数。  

資料：保健・医療・福祉のしおり（平成 27 年度版）  

 

  

                                            
1 病診連携…診療所が手術や入院を必要とする患者を病院に紹介したり、病院を退院した患者の

フォローアップや生活指導を診療所が行なったりするなど、病院と診療所が連携して医療を

提供すること。病院どうし（病病連携）、診療所どうし（診診連携）も含まれる。 
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平成 27 年 1 月に実施した「川越市医療に関する実態調査」の結果

では、最近 1 年間に通院したことのある 737 人に主な通院先 1 箇所

を質問したところ、次のような結果になりました（図 20）。 

医療施設の地域別分布状況（参照- 23 -ページ）との相関的な関係

性は読み取れませんが、病院と診療所の分布状況は地区ごとに異なる

ものの、通院割合には大きな偏りが見られないことから（回答者数が

少ない一部地区を除く）、一施設当たりの患者数は、診療所と比べると

病院の方が多くなっています。 

 

図 20 通院した病院・診療所  

  
資料：川越市医療に関する意識調査報告書（平成２７年３月）   

左から順に

6.7%

16.7%

10.5%

14.6%

9.1%

4.9%

6.4%

4.8%

9.8%

4.7%

6.9%

42.1%

66.7%

21.1%

45.8%

28.3%

39.0%

30.8%

41.9%

37.5%

24.4%

29.7%

37.9%

31.1%

42.1%

14.6%

32.3%

26.8%

33.3%

27.4%

31.3%

41.5%

29.7%

31.0%

9.6%

16.7%

5.3%

20.8%

13.1%

17.1%

15.4%

14.5%

18.8%

12.2%

23.4%

13.8%

4.8%

5.3%

2.1%

10.1%

4.9%

10.3%

6.5%

2.4%

3.1%

3.4%

3.8%

2.1%

3.0%

2.4%

2.6%

4.8%

6.3%

4.9%

6.3%

3.4%

1.9%

15.8%

4.0%

4.9%

1.3%

6.3%

4.9%

3.1%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【地区別】

本庁地区(n=209)

芳野地区(n=6)

古谷地区(n=19)

南古谷地区(n=48)

高階地区(n=99)

福原地区(n=41)

大東地区(n=78)

霞ヶ関地区(n=62)

川鶴地区(n=16)

霞ヶ関北地区

(n=41)

名細地区(n=64)

山田地区(n=29)

埼玉医科大学総合医療センター

埼玉医科大学総合医療センター以外の川越市内の病院

埼玉医科大学総合医療センター以外の川越市内の診療所

川越市を除く埼玉県内の病院・診療所

東京都内の病院・診療所

埼玉県、東京都以外の病院・診療所

無回答

左から順に
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② かかりつけ医等 

適切な医療を提供するため、日頃から身近なところで健康管理を行

う、「かかりつけ医」等が求められていますが、病状への不安などから

軽症患者も大きな病院へ集中する傾向にあります。 

平成 27 年 1 月に実施した「川越市医療に関する実態調査」による

と、世帯内に「かかりつけ医」が「いる」人の割合は 63.7％、「いな

い」人の割合は 35.4％となっており、前回調査と比較すると「いる」

と回答した方の割合が約 1 割高くなっています（図 21）。 

 

図 21 かかりつけ医の有無  

63.7%

53.0%

35.4%

46.7%

0.9%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成27年調査

（n=1,056）

平成17年調査

（n=632）

いる いない 無回答
 

資料：川越市医療に関する意識調査報告書（平成２７年３月）  

 

かかりつけ医を「 決めていない」 人の理由では、必要ないなど で

62%でしたが、選び方が分からない（12.3%）や、選ぶための情報が

不足している（8.3%）で約 20%となっています。 

また、今後、かかりつけ医を決めたいかという質問では「はい」と

いう回答が 67.4%となっており（図  22）、かかりつけ医を選ぶため

の情報提供を、より充実させていく必要があります。 

 

図 22 今後かかりつけ医を決めたい人の割合  

資料：川越市医療に関する意識調査報告書（平成２７年３月）  

  

はい
67.4%

いいえ
25.7%

無回答, 7.0%



第２章 川越市の現況 

- 46 - 

 

③ 医療・介護の連携 

少子高齢化や疾病構造の変化、医療の高度化・専門化が進展する中、

患者が住み慣れた地域において、良質かつ適切な医療を効率的に受け

られる体制としての「在宅医療」が求められています。 

そのためには、地域の医療機関が、急性期、回復期、在宅医療など、

患者の状態に応じた医療の機能を分担（機能分化）して医療を提供す

る体制整備を図る必要があります。 

また、機能分化した医療機関が、効率的かつ効果的に切れ目のない

医療を提供するためには、各医療機関の連携体制の充実が図られる必

要があります。 

埼玉県では、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関

する法律（平成元年法律第６４号）」に基づく計画を策定しています。 

 

【在宅医療を推進するための課題】 

・在宅医療は、慢性期及び回復期患者の受け皿としての機能を期待されており、その

ための入院初期から退院後の生活を見据えた退院支援の充実。 

・在宅医療における、日常の療養生活の支援として２４時間対応、急変時の対応及

び看取りを行うための連携体制の構築。  

・口腔機能低下や誤嚥性肺炎の予防等のための、在宅療養者の歯科受療の促進。  

・在宅療養者の薬剤管理における、薬剤の不適切な保管状況、服薬に関する理解

不足や薬剤の飲み忘れ等。  

・自宅での療養希望者に対する、急変時の対応に関する不安や家族への負担軽

減。  

・終末期においても可能な限り自宅での療養を望む患者に対する療養生活支援と、

患者や家族が希望した場合に自宅で最期を迎えることを可能にする医療及び介護

体制の構築。  

・在宅医療に関わる機関による、介護施設等による看取りの支援。  

・多職種協働による包括的かつ継続的な医療を提供するための、地域における病

院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、居宅介護サービス事業所などの連携体

制の構築。 

（埼玉県計画から抜粋） 

 

本市においても、「すこやかプラン・川越」を策定し、「可能な限り

住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが

できるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケア

システム）」の実現に向けた取組を進めています。   
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◎ 医療に関するアンケート調査 

平成 27 年に実施した「医療に関する意識調査」による「川越市にお

ける医療について、どのようになっていくことを期待しますか」に対

する回答では、上位から「休日・夜間の診療体制の充実」、「救急搬送

受入れの充実」、「在宅医療の充実」の順となっています（図 23）。 

 

図 23 川越市医療に関する意識調査報告書（平成２７年３月）  

 

 

平成 17 年に実施した「医療に関する実態調査」による「川越市にお

ける医療について、どのようなことを望まれますか」に対する回答で

は、上位から「休日・夜間診療の充実」、「相談窓口の設置」、「救急時

の受入れ体制の整備」の順となっています（図 24）。 

 

図 24 川越市医療に関する実態調査報告書（平成１７年３月）  

  

64.7%

47.3%

28.1%

23.0%

20.4%

19.0%

15.5%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

休日や夜間に受診できる医療機関が増えると良い

救急車を受け入れる医療機関が増えると良い

自宅を訪問してくれる医療機関が増えると良い

専門の科が増えると良い

緩和ケアをする医療機関が増えると良い

医療機関が増えると良い

ホスピス（終末医療の医療機関）が増えると良い

特に要望はない

その他

無回答

平成27年調査（n=1,056）

53.6%

40.5%

33.5%

26.1%

20.9%

16.5%

13.6%

3.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

休日や夜間の診療体制を充実してほしい

医療について、気軽に相談できる窓口をつくってほしい

救急時の市内での受け入れ体制を整備してほしい

診療所や病院を増やしてほしい

自宅で療養できるよう往診や訪問看護を充実してほしい

ホスピスを作ってほしい

自宅で療養している人が利用する施設を増やしてほしい

特に要望はない

無回答

その他

平成17年調査（n=632）
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（８）救急医療 

救急医療については、「消防法の一部を改正する法律（昭和 38 年法律

第 88 号）」により救急搬送業務が法制化され、「救急病院等を定める省令

（昭和 39 年厚生省令第 8 号）」により救急病院・救急診療所の告示制度

が始まり、「救急医療対策の整備事業について（昭和 52 年 7 月 6 日医発

第 692 号厚生省医務局長通知）」により初期・二次・三次救急医療機関

の整備が行われてきました（図 25）。 

平成 21 年には、「消防法の一部を改正する法律（平成 21 年法律第

34 号）」により、傷病者の円滑な搬送及び受入れを推進するため、各都

道府県において「傷病者の搬送及び受入れの実施基準」を定めるとともに、

実施基準に関する協議等を行うための協議会が設置されました。 

その間、救急搬送人員数が 10 年前と比較して 3 割以上増加し、特に

救急搬送人員数の約半数を占める軽症と中等症の増加が著しく、救急搬送

人員の約半数が、診療の結果として帰宅可能な軽症患者であり、一部には

不要不急の救急要請の場合もあることから、国民がより適切に救急医療を

受けるべきである、という指摘もあります1。 

 

 

図 25 本市の救急医療体系図  

 

 

  

                                            
1 救急医療体制等のあり方に関する検討会報告書（平成 26 年 2 月）厚生労働省医政局指導課救

急周産期医療等対策室 

高

低
 

第三次救急 
緊急に処置を要する重篤な患者

 
 

第二次救急 
搬送や入院を要する重症の患者 

 
 

第一次（初期）救急 
外来受診が可能な軽症の患者 

 

高度救命救急センター 

（埼玉医科大学総合医療センター） 

 

 

救急医療機関 

（病院群輪番制病院） 

 

夜間休日診療所 

在宅当番医 

休日歯科診療所 
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埼玉県では、病気やけがの症状の度合いに応じて、次の救急医療体制を

整備しています。 

 

外来治療を必要とする軽症の救急患者に対する初期救急医療体制 

入院治療を必要とする重症の救急患者に対応する第二次救急医療体制 

重篤な救急患者に対応する第三次救急医療体制 

 

① 本市の救急医療体制 

本市では、休日及び夜間における急病等の発生に迅速に対処するた

め、川越市医師会、川越市歯科医師会、川越市薬剤師会及び埼玉医科

大学総合医療センターの協力を得て、下記の救急医療体制がとられて

います。 

 

初期救急医療体制（おおむね市町村単位） 

・夜間休日診療所…川越市医師会 

・在宅当番医制…当番制による休日診療 

・休日歯科診療所…予防歯科センター 

 

第二次救急医療体制（県内14の医療圏ごと） 

・病院群輪番制…川越地区３市２町1で合同実施 

・小児救急医療支援事業…埼玉医科大学総合医療センター 

 

第三次救急医療体制（県内全域） 

・高度救命救急センター…埼玉医科大学総合医療センター 

・小児救命救急センター…埼玉医科大学総合医療センター 

 

 

   【埼玉県ドクターヘリについて】 

埼玉県では、重篤な救急患者の救命率の向上と後遺症の軽減を目的

に、平成19年10月から救急医療用ヘリコプター（ドクターヘリ）が運

航されています。救急医療用の医療機器を装備したヘリコプターに医

師及び看護師等が同乗して救急現場に向かい、医療機関に搬送する間、

患者に救命医療を行う専用ヘリコプターです。ドクターヘリは基地病

院に常駐し、要請から5分以内に出動、県内の最も遠い地域にも20分以

内に到達することができます。 

・運航主体：埼玉医科大学総合医療センター 

・運航時間：午前8時30分～日没30分前 

・離着陸ポイント：県内に557か所（平成27年4月現在）を選定 

  

                                            
1 川越地区３市２町：構成市町は川越市・川島町・ふじみ野市・富士見市・三芳町。 
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② 初期（第一次）救急医療 

 

   【夜間休日診療】 

平成 26 年度の川越市医師会「夜間休日診療所」の受診者数は、休日

の昼間が 5,499 人、夜間は休日が 1,832 人、平日が 2,741、合計で

年間 10,072 人、1 日当たりの平均では、休日が約 102 人、平日夜間

が約 9 人となっています。 

 

平成 24 年度の開設から、徐々に受診者が増加しており、平成 23 年

度の休日急患・小児夜間診療所の年間受診者数 5,377 人の 1.87 倍に

なっています（表 41、表 42）。 

 

表 41 川越市医師会夜間休日診療所 年度別年齢区分別受診者数  

 

受診者
（人）

割合
（％）

受診者
（人）

割合
（％）

受診者
（人）

割合
（％）

受診者
（人）

割合
（％）

H24 3,483 44.8% 1,203 15.5% 2,912 37.4% 179 2.3% 7,777

H25 3,887 50.0% 1,527 19.6% 3,185 41.0% 215 2.8% 8,814

H26 3,923 50.4% 1,816 23.4% 4,084 52.5% 249 3.2% 10,072

合計
（人）

　　 年齢

 年度

０～６歳 ７～15歳 16～69歳 70歳以上

 
資料：保健医療推進課調べ  

 

表 42 年度別年齢別受診者数の詳細  

（単位：人）

０～１ ０～２ ３～６ 70～74 75以上

3,483 1,201 575 1,707 1,203 2,912 179 66 113 7,777

3,887 1,282 606 1,999 1,527 3,185 215 85 130 8,814

3,923 1,276 596 2,051 1,816 4,084 249 103 146 10,072H26

70以上 計

H24

H25

０～６ ７～15 16～69
０から６歳の内訳 70歳以上の内訳　　　  年齢

 年度

資料：保健医療推進課調べ  
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【在宅当番医制】 

在宅当番医制は、川越市医師会の協力のもと、日曜、祝日及び年末

年始の休日に、市内の医療機関が当番制で午前 9 時から午後 4 時まで

診療を行っています（図 26）。 

 

図 26 在宅当番医制の年度別患者数  
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H17年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26（人）

休日（医療機関）数 受 診 者 数
（日）

 

資料：保健医療推進課調べ  

 

 

【休日歯科診療】 

休日の歯科診療は、川越市歯科医師会の協力のもと、日曜、祝日及

び年末年始の休日に、川越市歯科予防センターで午前 9 時から正午ま

で診療を行っています（図 27）。 

 

図 27 休日歯科診療所の年度別患者数  
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0
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資料：保健医療推進課調べ   
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③ 第二次救急医療 

埼玉県では、県内を 14 の第二次救急医療圏に分けて、各医療圏内の

市町村が郡市医師会等の協力を得て、入院や手術を要する患者への医

療体制の整備を図っています（図 28）。 

 

図 28 第二次救急医療圏  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：埼玉県地域保健医療計画（平成 25 年 3 月）  

 

 

【救急医療機関】 

本市には、消防の救急隊によって搬送される傷病者に関する医療に

協力する旨の申出に基づき、埼玉県知事が告示した救急病院が 10 施設、

救急診療所が 1 施設の計 11 施設の救急医療機関があります（平成 28

年３月末現在）。 

 

【病院群輪番制】 

本市では、川島町、ふじみ野市、富士見市及び三芳町の 3 市 2 町で

川越地区第二次救急医療圏を構成し、川越市医師会及び東入間医師会

に属する救急病院の参加協力を得て、参加病院が交代で月当番となり

休日や夜間の救急搬送患者の受入れを行う「病院群輪番制」を実施し

ています。 

平成 23 年度までの病院群輪番制への参加病院は、川越市の 9 病院

を含めて 16 病院でしたが、平成 27 年度は、川越市の 8 病院を合わ

せて 14 病院となっています（図 29）。  
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図 29 病院群輪番制参加病院数  
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資料：保健・医療・福祉のしおり（各年度版）  

 

病院群輪番制参加病院の当番時における平成 26 年度中の患者数は、

川越市内の参加病院では 5,084 人（約 61%）となっており、他市町

の参加病院も含めた合計では 8,300 人となっています（表 43）。 

 

表 43 病院群輪番制の年度別患者数  

項目 H21 H22 H23 H24 H25 H26

診療日数 1,162 1,162 1,163 1,091 1,017 1,020

川越市分（再掲） 654 654 655 654 581 583

患者数 7,873 7,982 7,295 7,651 8,021 8,300

川越市分（再掲） 4,810 5,065 4,749 5,173 4,879 5,084

1日平均患者数 6.8 6.9 6.3 7.0 7.9 8.1  

※ 診療日数は、各病院の診療日数（休日、夜間をそれぞれ 1 日）の合計日数とする。  

資料：保健医療推進課調べ  

 

  （救急医療拠点病院運営事業） 

また、本市では、埼玉医科大学総合医療センターの第三次救急未満

の患者受入れに、病院群輪番制に準じた事業を実施しています （表 

44）。 

表 44 救急医療拠点病院運営事業の患者数  

救急車 その他 計 救急車 その他 計

患者数 452 106 558 2,250 18,555 20,805 21,363

その他初期救急医療施設から
区分別 合計

 

資料：埼玉医科大学総合医療センター（平成 26 年度事業実績報告書）   
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【小児救急医療】 

小児救急医療については、埼玉県の「小児救急医療施設運営実施要

綱」に基づき、埼玉医科大学総合医療センターが、県の要請を受けて

小児救急医療拠点病院となり、川越地区及び比企地区の医療圏におけ

る小児救急医療を担っています（平成 13 年度から 16 年度までは小児

救急医療支援事業として川越地区内で小児輪番制を実施、平成 17 年度

に比企地区内に対応可能な病院が無くなり、複数の二次医療圏を対象

とする小児救急医療拠点病院運営事業に移行）。 

平成 26 年度の小児救急患者数は、33,737 人で、1 日平均 77.2 人

となっています（表 45）。 

 

表 45 小児救急医療拠点病院事業の小児科患者数  

救急車 その他 計 救急車 その他 計

入院 156 277 433 124 1,497 1,621 2,054

外来 18 1,150 1,168 651 29,864 30,515 31,683

計 174 1,427 1,601 775 31,361 32,136 33,737

その他初期救急医療施設からの転送小児科
患者数

合計

 

資料：埼玉医科大学総合医療センター（平成 26 年度実績報告書）  

 

また、平成 28 年 3 月からは、埼玉医科大学総合医療センターが、

診療科領域を問わず、全ての重篤な小児救急患者を 24 時間体制で受け

入れる「小児救命救急センター」に指定されています。 

 

 

④ 第三次救急医療 

高度救命救急センターとして埼玉医科大学総合医療センターが受け

入れた平成 26 年度の救急患者数は 1,229 人となっており、うち本市

の患者数は、460 人（37.4％）となっています（表 46）。 

 

表 46 高度救命救急センター年度別患者数  

H23 H24 H25 H26

患者数 1,116 1,181 1,222 1,229

川越市分
（再掲）

401 424 475 460
 

資料：埼玉医科大学総合医療センター（救命救急センター運営委員会）  
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◎ 精神科救急医療 

埼玉県では、県内を二つの圏域に区分し、輪番医療機関と常時対応

施設により実施されています（図 30、図 31）。 

 

図 30 埼玉県の精神科救急医療圏  

 

資料：埼玉県地域保健医療計画（平成 25 年 3 月）  

 

図 31 埼玉県における精神科救急医療体制  

 

資料：埼玉県地域保健医療計画（平成 25 年 3 月）   
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⑤ 救急の概要1 

平成 26 年中の搬送人員は、合計 14,029 人となっており、前年比

で 3.0％増加しています。 

事故種別の状況では、11 種類の区分のうちでも「急病」が 62.2％

（8,729 人）で最も高く、増加の傾向にあります（図 32）。 

 

図 32 救急活動の推移 
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0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000

H22

H23
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H26年中

H22 H23 H24 H25 H26年中

急病 7,917 8,189 8,345 8,384 8,729

交通事故 1,895 1,658 1,708 1,694 1,642

一般負傷 1,628 1,678 1,760 1,826 1,898

労働災害 161 157 144 150 122

運動競技 153 101 124 129 136

自損行為 160 131 142 102 122

加害 97 103 88 71 74

その他 1,258 1,322 1,355 1,270 1,306

計 13,269 13,339 13,666 13,626 14,029

急病 交通事故 一般負傷 労働災害 運動競技 自損行為 加害 その他

(人)

 

資料：消防年報（各年）  

 

医療機関別の搬送人員では、管内の医療機関が 81.7％を受け入れ、

そのうち救急医療機関が 76.8％を受け入れています。残り 18.3％は

管外の医療機関に搬送されています。 

「事故種別傷病程度別」の搬送人員では、軽症が 7,397 人となって

おり、全体の約 53％を占めています。 

「事故種別年齢区分別」の搬送人員では、高齢者が 7,107 人おり、

全体の約 51％を占めています。  

                                            
1 救急の概要：消防年報（平成 27 年刊行）川越地区消防局による 



第２章 川越市の現況 

- 57 - 

 

（９）医療安全の促進 

① 安心・安全な医療体制 

近年、全国各地で医療過誤・事故が発生し、社会問題となっていま

す。また、医療技術の向上に伴う医療の高度化、細分化、複雑化とい

った医療環境の変化に対して、医療の安全管理体制の確保が求められ

ています。保健所では、市民が安心して医療を受けられるよう、医療

機関に対して立入検査や指導を行っています。 

 

② 医薬品等の安全確保 

新たな医薬品の開発に伴い、使用される医薬品も多種多様になると

ともに、適正使用についての正しい情報の収集、提供と相談体制の充

実が必要です。 

また、患者負担の軽減や医療費の適正化の観点から、後発医薬品

（ジェネリック医薬品）の使用促進の取組が行われています。 

平成 27 年に実施した「医療に関する意識調査」では、ジェネリック

医薬品を知っているという「はい」という回答が 86.8%あり、9 割弱

となっています。また、服用したことが「ある」という回答は 64.0%

となっています（図 33）。 

 

図 33 ジェネリック医薬品の認知度等  

 

ジェネリック医薬品の認知度 

 

ジェネリック医薬品の服用経験 

 

資料：川越市医療に関する実態調査報告書（平成 27 年 3 月）  
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③ 薬物乱用防止対策 

薬物乱用の防止については、啓発広報やイベント会場での啓発活動

を行うほか、埼玉県坂戸保健所管内薬物乱用防止指導員協議会に参画

して、坂戸保健所と合同で、街頭キャンペーンを行うなど薬物乱用防

止の啓発に努めています。 

 

④ 献血の推進 

埼玉県等と連携を図りながら埼玉県赤十字血液センターの献血事業

を支援しています。平成 26 年度には、3,975 人が献血を行い、目標

達成率 69.8％となっています（表 47、図 34）。 

 

表 47 移動採血車による献血状況  

年度 目標人数 献血者数 達成率

H22 5,925 4,346 73.4%

H23 6,193 4,306 69.5%

H24 5,989 4,384 73.2%

H25 5,598 3,972 71.0%

H26 5,696 3,975 69.8%  

資料：保健所事業概要（平成 27 年度）  

 

 

図 34 献血者数の推移  
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資料：保健所事業概要（平成 27 年度）  

  


